
 

那医発第 189 号  

令和 5 年 6 月 19 日 

施設長 各位 
                              那覇市医師会 
                               会  長 友利 博朗 
                               担当理事 平良 直人 

 

日本医師会サイバーセキュリティ支援制度拡充について 

 
平素より医師会事業へのご支援ご協力賜り感謝申し上げます。 

 沖縄県医師会を通じて「日本医師会サイバーセキュリティ支援制度拡充について」が届きまし
たのでご案内申し上げます。 
 また、関係文書は当会ホームページ（新着情報→【医療機関向け】各種情報提供）に掲載しております。 
☆ 問合せ先（那覇市医師会 事務局：石垣・前泊 / 電話 098-868-7579） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
沖医発第 419F 

令和 5年 6月 12日 
地区医師会担当理事 殿 
 

沖縄県医師会 
理事 比嘉 靖 
（情報システム担当） 

 
 

日本医師会サイバーセキュリティ支援制度拡充について 
 
 

今般、日本医師会から標記文書の発出がありましたのでご連絡致します。 

令和 4 年 6 月 1 日より、「日本医師会サイバーセキュリティ支援制度の創設及び一時支援金請求時の休業証明

に関するご協力のお願い」にて、日本医師会サイバーセキュリティ支援制度が開始されたところであります。 

本通知は、令和 5 年 6 月 1 日より、本制度の支援内容をさらに拡充された旨の通知案内となっております。 

つきましては、貴会におかれましても本件についてご了知いただきますとともに、貴管下関係医療機関等への

周知方につきご高配を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 
 

記 
【拡充内容】 

№ 対象の支援策 項目 2022 年 6 月 1 日～

2023 年 5 月 31 日 

2023 年 6 月 1 日～ 

① サイバーセキュリティ対応 

相談窓口(緊急電話相談窓口) 

窓口相談の開局時間 9 時～21 時 6 時～21 時 

② 

サイバー攻撃一時支援金・ 

 

個人情報漏えい一次支援金制度 

サイバー攻撃一時支援

金のお支払い要件 

厚生労働省への報告 厚生労働省への報告も

しくは日本医師会への

報告 

③ 一時支援金の対象施設 Ａ①会員が開設・管理

する医療機関 

Ａ①会員が開設・管理す

る医療機関・介護サービ

ス事業所 

④ サイバー攻撃一時支援

金（休業）のお支払額 

1 日以上休診：５万円 1 日以上休診：10 万円 

2 日以上休診：20 万円 

3 日以上休診：30 万円 

 

⑤ 医療情報システムの安全管理ガイ

ドライン解説資料・動画の提供 

ガイドライン解説資料

や解説動画の提供 

 2023 年 9 月以降 

詳細ご案内予定 

⑥ 医療情報システムの安全管理ガイ

ドラインに関する相談窓口 

ガイドラインに関する

相談窓口 

 2023 年 9 月以降 

詳細ご案内予定 

ご案内 



 

【日本医師会メンバーズルーム内専用ページ】 

https://www.med.or.jp/japanese/members/info/cyber_shien.html 

 

【日本医師会サイバーセキュリティ支援制度】 

近年サイバー攻撃による被害は増加し、今後もその傾向は続くと見込まれています。 

直近でも、医療機関を標的としたランサムウェア攻撃や Emotet(エモテット)をはじめとする

標的型メール攻撃が多発化しており、医療提供体制に影響を及ぼすケースも発生しています。 

日本医師会としてもこの事態を深刻に受け止め、対応策を検討した結果、2022 年 6 月より会

員のサイバーセキュリティ対策の一助となるような基礎支援策から成るサイバーセキュリティ

支援制度を創設し、2023 年 6 月 1 日には改訂を行い、支援内容をさらに拡充いたします。 

 

 

● 日本医師会サイバーセキュリティ支援制度拡充について 

(令和 5 年 6 月 5 日 日医発第 470 号(情シ))  

 

※関係文書は文書管理システムへ掲載致します。 

沖縄県医師会事務局業務 2課:平良、宮城 
TEL:098-888-0087 
FAX:098-888-0089 

g2@okinawa.med.or.jp 


